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要 旨

病理検査で使用するホルマリンは，毒物及び劇物取締法において「医薬用外劇物」に指定されており，紛失・盗難の防止策
等を講じることが義務付けられている．今回我々は，ホルマリンの紛失防止策の強化を行った．従来は，出入庫管理のみであっ
たが，独自のホルマリンチェック表（チェック表）を用いて，検体提出数も記録することにより，ホルマリン管理を強化する
ことができ，紛失防止に繋がった．

（京市病紀 2021；41：65-69 ）
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は じ め に

ホルマリンには，毒物及び劇物取締法 1）において盗難・
紛失防止策を講じる義務，漏洩防止の義務，表示の義務
等が課せられている 2）．医薬用外劇物であるホルマリン
は，鍵のかかる保管庫に保管し，出入庫の管理簿をつけ
ることが義務化されている．万が一紛失した場合には，所
轄の警察署へ届け出なければならない．

手術等で摘出された臓器は，ホルマリンに浸漬され病
理検査室に検体として提出される．当院で使用するホル
マリンは，10 L の箱からタッパウェアなどの容器へ分注
して使用する場合と，30 ml の小瓶に入った状態で使用
する場合がある．今回我々は，30 ml ホルマリン小瓶（ホ
ルマリン）の紛失防止等の対策を行った．

当院では盗難・紛失防止のため，ホルマリンを鍵のか
かる保管庫に入れて管理している．ホルマリン保管庫は，
病理検査室と手術室，医師が手術検体の処理を行う標本
説明室の 3 カ所に設置している（図 1 ）．鍵のかからない
場所での長時間のホルマリン保管を避けるため，鍵のか
かる保管庫を持たない外来や病棟での日跨ぎの保管は，
当院のルールとして禁止している．つまり，始業時に外
来や病棟に必要数のホルマリンを出庫し，終業時に未使

用のホルマリンを返却する運用としている．病理検査室
の保管庫からホルマリンを出庫する場合は，管理簿に「出
庫先部署名」と「出庫数」を記入し，出庫数を差し引い
た計算上の在庫数を，病理検査技師が管理簿に記入し，
保管庫内の実際の在庫数と合致させている（図 2）．始業
時に使用予定数よりも多めに出庫し，使用しなかった残
りは終業時に返却される場合が多い．また，使用しなかっ
たホルマリンを返却する際も，管理簿に「返却部署名」
と「返却数」を記入し，出庫時と同様に病理検査技師が，
管理簿の計算上の在庫数と保管庫内の実際の在庫数とを
合致させている．ホルマリンは，全て病理検査室より出
庫され，1 日に約 100 個出庫し，検体が入った状態で病

 
 
図 1 病理検査室のホルマリン保管庫 
 

図 1　病理検査室のホルマリン保管庫
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10%緩衝ホルマリン液（ホルムアルデヒド3.6%溶液） 出庫単位：個（約25ml/個）

 
図 2 病理検査室保管庫のホルマリン出入庫管理簿 図 2　病理検査室保管庫のホルマリン出入庫管理簿
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理検査室へ提出される．
従来は，ホルマリンを出庫した際や返却された際など，

ホルマリン保管庫の中の在庫数が変動した時に，実際の
保管庫内のホルマリン在庫数と管理簿のホルマリン在庫
数に差がないことを確認して，ホルマリン管理を行って
いた．しかし，この従来の方法では出庫したホルマリン
が全て使用されたかが不明であった．出庫先でホルマリ
ンの紛失・盗難があったとしても把握できず，ホルマリ
ン管理上問題であると思われた．そこで我々は，従来の
ホルマリン管理方法に加え，独自のチェック表（図 3 ）
を用いて，検体として提出されたホルマリン数も記録し，
出庫数が提出数と返却数の和に合致することを確認する
こととした．

方 法

2019 年 4 月より，独自のチェック表を用いる運用を開
始した．まず，始業時に病理検査室のホルマリン出入庫
管理簿を元に，チェック表に出庫先部署名とホルマリン
出庫数を転記する．次に，検体が提出された際には，
チェック表に出庫先（外来や病棟）ごとに検体提出数を

随時カウントして記録する．終業時に，返却数も病理検
査室のホルマリン出入庫管理簿を元にチェック表に転記
する．その後，各部署へのホルマリン出庫数が，総検体
提出数と返却数の和と等しいことを確認する（図 4）．差
が生じた場合は，検体未提出やホルマリン紛失の可能性
があるため当該部署に連絡し，その日中に差が生じた原
因究明を行う．

当院では，手術室にも鍵のかかるホルマリン保管庫を
設置している．手術室でも独自のホルマリン受払表（図
5 ）をホルマリン出入庫管理簿として，手術室師長が定
数管理している．当院手術室のホルマリンの定数は 40 個
であり，前日手術室で使用された総数を，当日始業時に
手術室師長が受払表を元に算出し，定数になるよう不足
分を病理検査室に請求する仕組みとなっている．また，病
理検査室から手術室へホルマリンを出庫する際は，提出
元が手術室であるとわかるように，ホルマリン瓶の蓋に
赤い印をつけて出庫する．手術室と同様に，標本説明室
に出庫する際は，蓋に黒い印をつけて出庫する．こうす
ることで，外来や病棟から提出された検体ではなく，手
術室や標本説明室から提出された検体であるとわかるよ
うにしている（図 6 ）．また，その目印を元にして，提出
数のカウントを行う．

さらに，手術室からホルマリンの請求を受ける際には，
手術室で記入された前日の受払表（手術室ホルマリン保
管庫の出入庫管理簿）も病理検査室に提出してもらうこ
とにしている．手術室のホルマリン受払表には，ホルマ
リンを使用した患者名と出庫数が記入されている．つま
り，誰に何個ホルマリンを使用したかがわかる仕組みと
なっている．前日の手術室での総使用数と，ホルマリン
の請求数（病理検査室からのホルマリン出庫数）に差が
生じた場合，検体未提出やホルマリン紛失の可能性があ
るため，受払表を確認して原因究明を行う．

また，不要となり破棄する場合や容器の破損などがあっ
た場合も，必ず病理検査室へ返却するように周知してい
る．さらに，ホルマリンの不適切な保管や現場での廃棄

 

図 3 当院独自のホルマリンチェック表 
  

図 3　当院独自のホルマリンチェック表

 
 
図４ チェック表 外来・病棟の適正時の具体例  

図４　チェック表　外来・病棟の適正時の具体例
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があった際は全て追跡し，いつどの部署が不適切な扱い
をしたかを記録し，随時その部署に連絡して注意喚起を
行っている．

結 果

従来のホルマリン管理方法では，外来や病棟でホルマ
リンの返却忘れによる鍵のかからない場所での長期保管
があったとしても把握することができなかった．しかし，
チェック表を併用する運用を開始してからは，終業時に
提出数と返却数を確認しているため，外来や病棟でのホ
ルマリンの日跨ぎの長期保管は激減した．もしも，検体
提出忘れがあった場合は，病理システムのオーダ画面よ
り確認し，提出を促す連絡をしている．

運用を開始してから 2020 年 12 月時点で，病理検査室

から出庫したホルマリン容器総数は 12,378 件（34,474 個）
であり，その中で不適切なホルマリン取り扱い事例に該
当するホルマリン数は，23 件（ 40 個，0.11％）であった

（図 7 ）．一番多い不適切事例は，手術室と標本説明室へ
出庫分の医師等による廃棄で 16 件（ 18 個，0.05％）で
あった．チェック表の運用開始後から発生頻度はほぼ横
ばいである（図 7，8 ）．廃棄が発生するケースとしては，
不要となったホルマリン容器も病理検査室に返却すると
いう院内ルールを知らずに，大きな手術材料のタッパウェ
アに小瓶のホルマリンを混ぜ，容器は廃棄してしまう事
例が多くみられた．

次に多い不適切事例は，外来・病棟でのホルマリンの
日を跨いでの保管が 7 件（ 22 個，0.06％）あったが，全
てチェック表の運用開始後 10 カ月以内に起こっており，
その日中に当該部署に連絡することを徹底した 2020 年 2
月から現在までは 0 件である（図 8 ）．全体として不適切
事例は減少傾向であるが，未だ現場での破棄が 0 件では

 
 

ホルマリン受払表（OP室内）　　　　 年 月 日

持出時間 持出数（個） 持出者 OP室No

返納時間 返納数（個） 返納者 担当科

持出時間 持出数（個） 持出者 OP室No

返納時間 返納数（個） 返納者 担当科
日付 患者名（カタカナ）

（中）受払表

（小）受払表

日付 患者名（カタカナ）

 
 
図 5 手術室受払表(手術室ホルマリン保管庫の出入庫管理簿) 
 
 
 
 
 

図 5　 手術室受払表（手術室ホルマリン保管庫の出入庫管理
簿）

 
図 6 ホルマリンの蓋につける印 
手術室には赤い印，標本説明室には黒い印，外来・病棟には特に印をつけず出庫している． 

図 6　ホルマリンの蓋につける印
手術室には赤い印，標本説明室には黒い印，外来・病棟には
特に印をつけず出庫している．

 

 

 
図 8 不適切事例件数の経時変化 
 
 
  

0

1

2

3

4

5

4-
6月

7-
9月

10
-1

2月

1-
3月

4-
6月

7-
9月

10
-1

2月

2019年 2020年

不不
適適

切切
事事
例例

件件
数数

医師による廃棄

外来・病棟保管

図 8　不適切事例件数の経時変化

 
図 7 提出総数における不適切事例の割合と件数の内訳 
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ない．しかし，チェック表と手術室の受払表を確認する
ことで，不適切事例の起こった個数や，患者名から主治
医も判明可能であり，紛失防止の啓発に役立っている．

考 察

外来や病棟など鍵のかかる保管庫を設置していない部
署に，ホルマリンを出庫する場合は，1 日ごとに検体提
出数と返却数の和が，出庫数と合致していることを確認
し，完結させなければならない．差が生じた場合，当日
中に当該部署へ連絡し，解決することが不可欠である．
そうすることにより，日跨ぎの保管はほぼなくなると思
われる．

鍵のかかるホルマリン保管庫を持つ手術室は，24 時間
稼働しており，終業時に手術中の場合，検体が提出され
ていないため，病理検査室での出庫数との数が合わずに
差が生じる．そのため，手術室での提出数と出庫数が合
致しているかの確認は，翌朝に行うことで解決可能とな
る．つまり，定数在庫を所有し保管庫で管理する部署で，
提出が時間外となる場合は，翌朝に提出数と出庫数を合
致させるとうまく運用できると考える．他院では，内視
鏡室にもホルマリン保管庫を設置しているところもある 3）．
検体提出数をカウントするこのチェック表の運用におい
て最も重要な点は，鍵のかかる保管庫を設置しており，ホ
ルマリンを定数保管している部署にホルマリンを出庫す
る際は，ホルマリンに目印をつけ，検体の提出元を明ら
かにすることである．例えば，皮膚科の日帰り手術の症
例で，手術室に出庫したホルマリンを使用し，皮膚科外
来の看護師が提出したとしても，瓶につけた目印により，
手術室からの提出ホルマリンであると判断することがで
きる．

また，手術室や内視鏡室のホルマリン保管庫の出入庫
管理簿も，翌日始業時に病理検査室に提出してもらい，
病理検査室での出庫数との差が生じた際に，原因究明を
行えるようにすることも重要である．手術室の出入庫表
には患者名を記入することで，たとえ病理診断依頼が未
オーダであっても，検体提出忘れを指摘することが可能
である．このことは，病院機能評価で高く評価された（図
9 ）．提出されたホルマリンが，どこから提出されたもの
なのかを常に把握することで，不適切事例がどの部署で
発生したものかが判断でき，不適切事例の防止を啓発す

ることができると考える．しかし，未だ不適切事例とし
て手術室と標本説明室出庫分の廃棄があり，適正化に向
けて周知を続けたい．

結 語

当院独自のホルマリンチェック表を用いることで，ホ
ルマリンをどの患者にどこでどれだけ使われたかが明確
に判断可能となった．差が生じた場合は，終業時に連絡
することで未使用の返却忘れや検体提出忘れ，さらに手
術室に関しては，未オーダの検体提出忘れも把握でき，ホ
ルマリンの不適切な保管を防げている．チェック表の運
用はホルマリン管理の適正化に有用であると考える．
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図 9 主治医への問い合わせ例 
手術室受払表とチェック表に差が生じ，未オーダで未提出が判明した場合，主治医にオー

ダ依頼と検体提出を促す． 

図 9　主治医への問い合わせ例
手術室受払表とチェック表に差が生じ，未オーダで未提出が
判明した場合，主治医にオーダ依頼と検体提出を促す．
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Abstract

Measures for Management and Prevention of Loss of Formalin at our Hospital

Shiho Tanaka, Tamiaki Kawabe, Miyuki Noda, Tomohiro Takegoshi, 
Kaya Koichi, Kanako Miyagi, Masashi Yamada and Noriko Murakami 

Department of Clinical Technology, Kyoto City Hospital

Formalin used for pathological examinations is a non-medicinal deleterious substance according to the Poisonous and Delete-
rious Substances Control Law; and, measures to prevent loss and theft are required by law. Here we report the step-up measures 
we introduced to prevent loss of formalin. Previously, only the storage and retrieval were checked. Now we record the number of 
specimen filed using an original formalin checklist to strengthen the management of formalin and were able to prevent loss of for-
malin. 

 (J Kyoto City Hosp 2021; 41:65-69)

Key words:  Pathological examination, Management of formalin, Non-medicinal deleterious substance, Poisonous and Deleterious 
Substances Control Law
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